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○糸田町子 療費 支給 関 条例 

昭和49 10 日条例第22号 

改正 

昭和52 日条例第10号 

昭和60 日条例第14号 

成 27日条例第20号 

成 日条例第13号 

成11 29日条例第 号 

成15 26日条例第10号 

成18 20日条例第22号 

成20 25日条例第14号 

成24 18日条例第10号 

成27 19日条例第10号 

糸田町子 療費 支給 関 条例 

糸田町乳幼児 療費 助成 関 条例 昭和48 糸田町条例第 号 全部を改正  

目的  

第 条 条例 子 療費 一部をそ 保護者 支給 そ 疾病 早期

発見 治療を 進 子 保健 向 福祉 増進を図 を目的  

定義  

第 条 条例 い 次 各号 掲 用語 意義 当該各号 定  

( ) 子  糸田町 域内 住所を 次 い 該当 者をいう 糸田

町重度障害者 療費 支給 関 条例 昭和49 糸田町条例第21号 及 糸田町 親家

庭等 療費 支給 関 条例 昭和58 糸田町条例第18号 規定 療費 支給を受

者並 生活保護法 昭和25 法 第144号 保護を受 い 者を除

く  

ア 歳 達 日以 最初 31日 あ 者 

イ 歳 達 日以 最初 日 15歳 達 日以 最初 31日 間

あ 者 

( ) 保護者 療保険各法 被保険者 あ 親権を行う者 見人そ 他 者 子 を

現 監護 者をいう  
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( ) 療保険各法 健康保険法 大正11 法 第70号 船員保険法 昭和14 法 第73号

私立学校教職員共済法 昭和28 法 第245号 国家公務員共済組合法 昭和33 法 第128

号 国民健康保険法 昭和33 法 第192号 及 地方公務員等共済組合法 昭和37 法 第

152号 をいう  

対象者  

第 条 条例 療費 支給を受 者 以 対象者 いう 次

各号 該当 子 保護者 生活保護法 保護を受 い 者 対

象者 除く  

( ) 糸田町 域内 住所を 者 あ  

( ) 療保険各法 規定 被保険者 組合員若 く 加入者 以 被保険者等 いう

又 被扶養者 あ  

子 療費 支給  

第 条 町 子 疾病又 負傷 い 療保険各法 規定 療 関 給付 行

わ 場合 い 当該 療 要 費用 以 療費 いう う 療保険各法

規定 療 関 給付を行う政府 健康保険組合 町村 国民健康保険組合 共済組

合及 日 私立学校振興 共済事業団 以 療保険各法 保険者 総称 負担

べ 額 国又 地方公共団体 別 負担 額 あ 場合 を加え 得 額 療費

額 満 い そ 満 い額 相当 額 食事療養標準負担額 含 い 以 自

己負担分相当額 いう を 当該子 保護者 対 子 療費 支給  

 前項 療費 額 健康保険 療養 要 費用 額 算定方法 例 算定 額

現 要 費用 額を超え い  

受給資格 申請及 認定  

第 条 第 条第 号ア及 イ 規定 者 子 療 支給を受 う 規則

定 あ 町 対 申請を 子 療費 受給資格 認定を受

い  

子 療証 交付  

第 条 町長 子 保護者 あ 前条 規定 基 認定を受 者 以 受

給資格者 いう 対 規則 定 子 療証を交付  

 町長 療保険各法 保険者 負担 べ 額 条例 子 療費 重複 支給

さ そ あ 前項 規定 わ 療証を交付 い  
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子 療証 提出  

第 条 子 規則 定 病院 診療所 薬局及 訪問看護ステ ション 以 保険 療機

関等 いう い 療を受 う 受給資格者 当該保険 療機関等

子 療証を提出  

支給 方法  

第 条 町長 子 療費 支給 べ 費用を保険 療機関等 請求 基 受給資格

者 代わ 当該保険 療機関等 支払う  

 前項 規定 支払 あ 受給資格者 対 子 療費 支給 あ

 

 町長 子 受 療 い 療保険各法 療養費 支給 さ そ

他町長 第 項 方法 難い 認 項 規定 わ 受給資格者 対

子 療費を支給  

届出義務  

第 条 受給資格者 子 い 住所 氏 そ 他規則 定 事項 変更 あ

速や 町長 届 出 い  

損害賠償 調整  

第10条 町長 子 疾病又 負傷 関 損害賠償を受 そ 価額 限度 い

子 療費 全部若 く 一部を支給 又 既 支給 子 療費 額 相当 金

額を返還さ  

不正利得 返還  

第11条 町長 偽 そ 他不正 手段 子 療費 支給を受 者 あ そ

者 そ 支給を受 額 相当 額 全部又 一部を返還さ  

受給権 保護  

第12条 子 療費 支給を受 権利 譲渡 又 担保 供 い  

委任  

第13条 条例 定 ほ 条例 施行 関 必要 事項 規則 定  

附 則 

条例 昭和49 10 日 施行 日以降 受 療 乳幼児 療費 適用

 

附 則 昭和52 条例第10号  
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条例 昭和52 日 施行  

附 則 昭和60 条例第14号  

条例 公 日 施行  

附 則 成 条例第20号  

条例 公 日 施行 改正 乳幼児 療費 支給 関 条例 規定 成

10 日 適用 改正規定中 小児科外来診療料 部分 成

日 適用  

附 則 成 条例第13号  

条例 公 日 施行 成 日 適用  

附 則 成11 条例第 号  

条例 公 日 施行  

附 則 成15 条例第10号  

 条例 成16 日 施行 次項 規定 公 日 施行  

 町長 前項 規定 わ 成16 日前 い 改正 糸田町乳幼児

療費 支給 関 条例第 条第 号 乳幼児 乳幼児 療費 受給資格 認定を行い 及

受給資格者 対 乳幼児 療証を交付  

附 則 成18 条例第22号  

条例 成18 10 日 施行 第 条第 項改正 乳幼児 う 歳 達 日

属 日を経過 あ い 成19 日 施行  

附 則 成20 条例第14号  

施行期日等  

 条例 成20 10 日 以 施行日 いう 施行 日以降 受

療 乳幼児 療費 適用 次項 規定 公 日 施行  

 町長 前項 規定 わ 施行日前 い 改正 糸田町乳幼児 療費 支給

関 条例第 条第 号イ 乳幼児 乳幼児 療費 受給資格 認定を行い 受給資格者

対 乳幼児 療証を交付  

附 則 成24 18日条例第10号  

施行期日  

条例 成24 10 日 施行  

附 則 成27 19日条例第10号抄  
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施行期日等  

 条例 成27 10 日 以 施行日 いう 施行 施行日以降 受

療 子 療費 重度障害者 療費及 親家庭等 療費 適用  

準備行為  

 町長 施行日前 い 第 条 規定 改正 糸田町子 療費 支給 関

条例 基 く受給資格 認定を行い 受給資格者 対 子 療証を交付

 






























